広島市福祉情報システム更新に係る情報提供依頼（ＲＦＩ）（一次）実施要領

１　情報提供依頼の目的
　　本市の福祉情報システムは、大型汎用機からサーバを中心とした情報システムに切り替え、再構築して平成２６年４月から稼動を開始し、現在に至っています。
今回の情報提供依頼は、本市の次期福祉情報システムの構築スケジュールの検討、及び要件整理等を主な目的としています。各事業者様の標準化に対する開発方針及び本市への提案可否について率直なご意見を頂ければ幸いです。なお、詳細のＲＦＩについては令和８年６月頃に実施を予定しております。
つきましては、ご多忙中とは思いますが、本市の取組にご協力くださいますよう、お願いいたします。

２　情報提供依頼の概要
貴社が提供する福祉システム及び関連する共通機能について、次の観点で回答をお願いします。
· 本市への提案可否、提案可能な場合の提供可能時期
· 標準化への貴社の対応方針

	質問票

	様式
	【様式１】質問票

	メール件名
	【質問】福祉情報システム情報提供依頼（貴社名）

	提出期限
	令和８年４月１３日（月）午後５時

	質問票への本市回答
	令和８年４月１５日（水）（予定）
回答は、全参加事業者へ電子メールにて送付します。

	情報提供

	様式
	【様式２】会社情報
【様式３】福祉業務システム情報提供表

	メール件名
	【提出】福祉情報システム情報提供依頼（貴社名）

	提出期限
	令和８年４月２２日（水）午後５時

	提出先（共通）

	記入済の各様式を、本資料末尾に記載の「提出・問い合わせ先」のメールアドレス宛に、電子メールで送付してください。(各様式はいずれもMicrosoft EXCEL 形式)




３　質問の受付
(1) 記入様式
「【様式１】質問票」に記入してください。
(2) 提出方法
· 記入した「【様式１】質問票」のExcel 形式ファイルを添付し、本資料末尾に記載の「提出・問い合わせ先」のメールアドレス宛に送付してください。
· 電子メールの件名は「【質問】福祉情報システム情報提供依頼（貴社名）」としてください。
(3) 提出期限
令和８年４月１３日（月）午後５時
(4) 質問に対する回答
· 質問票のメールアドレス（回答の送付先）に記入していただいた宛先に回答します。
· 回答の送付は令和８年４月１５日（水）を予定しています。

４　情報提供および提出方法
(1) 記入様式
· 「【様式２】会社情報」に貴社の会社情報を記入してください。
· 福祉業務システムについて情報提供いただける場合は、「【様式３】福祉業務システム情報提供表」の該当する業務に情報提供の内容を記入してください。
(2) 提出方法
· 本資料末尾の「提出・問い合わせ先」に記載してあるメールアドレス宛に、【様式２、３】を添付し送付してください。仕様書や概算費用がわかる資料等、参考にご提供いただけるものは適宜追加してください。
· 電子メールの件名は「【提出】福祉情報システム情報提供依頼（貴社名）」としてください。
· 持参、郵送の場合でも、「【様式２,３】」はExcel 形式のファイルをメールに添付し別途送付してください。なお、対面での確認が必要等来庁される場合は、事前に電子メールで来庁の旨ご連絡ください。
· 標準対象外の業務の概要に関しては【別紙　標準化対象外_業務概要】をご参照ください。
(3) 提出期限
令和８年４月２２日（水）午後５時

５　参考条件
(1) 本市の基本情報
1 業務端末設置場所
市役所本庁舎、各区役所（８区）ほか５カ所
2 端末数量及び利用者数
業務端末数	約１,６００台・人
3 規模
本市の人口　令和８年２月末現在　１,１６６,６９９人
※①②は福祉情報システム全体の状況であり、業務により設置場所や端末台数は異なる。
(2) スケジュール（予定）
システムにより時期が前後することがあります。
令和８年６月頃・・・ＲＦＩ（二次）実施
令和９年７月頃・・・事業者決定
※システム本稼動時期については、ＲＦＩ等の結果に基づき決定。

６　留意事項
· 本件の情報提供に必要となる費用は、情報提供者のご負担でお願いします。
· 本件は、各種情報を得るための手段として実施していますので、今回の結果が本市福祉情報システムの更新及び運用・保守業務（仮称）の発注時等に情報提供者を拘束すること及び評価の優劣に影響を与えることはありません。
· 本件は、本市の福祉情報システムの将来像及び各種要件を検討する際の情報としてのみ利用します。
· 本件で提示する資料等が、将来において調達を実施する際の調達仕様等となることを保証するものではありません。
· ご提供いただいた情報については、本市福祉情報システムの更新及び運用・保守業務（仮称）の検討に関わる関係者のみが閲覧できることとし、情報提供者に断りなく、市内部はもちろん、他の地方公共団体など関係者以外への配布はいたしません。
· ご提供いただいた情報・資料等は返却しません。
· ご提供いただいた情報に関して、後日改めて説明をお願いする場合があります。
· お渡ししました資料一式は、本件に対応いただく目的のみにご使用ください。また、本市に無断で複製・複写及び転用することを禁じます。


７　提出・問い合わせ先
広島市健康福祉局健康福祉企画課
担　当：瀬戸川、佐々木、森瀬、光井
電　話：０８２－５０４－２３２７
E-mail： kenkoufukushi-sys@city.hiroshima.lg.jp
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